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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年9月16日(2010.9.16)

【公開番号】特開2010-169704(P2010-169704A)
【公開日】平成22年8月5日(2010.8.5)
【年通号数】公開・登録公報2010-031
【出願番号】特願2009-9417(P2009-9417)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/20     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   5/20    １０１　
   Ｇ０２Ｆ   1/1335  ５０５　

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月25日(2010.6.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の液晶表示装置は、
　上下左右方向に隣接する４つの表示画素間で互いに異なる色成分に対応するように、前
記表示画素毎に配置されたカラーフィルタを備え、
　前記カラーフィルタは、前記表示画素毎に、該カラーフィルタの外形形状が、それぞれ
の４つのコーナーが欠落した方形形状となるように、形成されている、
ことを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　請求項２に記載の液晶表示装置は、請求項１に記載の液晶表示装置であって、
　第１方向に延伸する複数の第１ラインと前記第１方向に直交する第２方向に延伸する複
数の第２ラインとにより格子状に形成され、前記カラーフィルタのエッジ部に対応する領
域を前記表示画素毎に遮光する遮光膜を備え、
　前記第１方向に沿う方向において前記カラーフィルタが欠落する領域の最大幅が、前記
第２ラインのライン幅と等しい、
ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項３に記載の液晶表示装置は、請求項２に記載の液晶表示装置であって、
　前記第１方向に沿う方向において前記カラーフィルタの最大幅が、前記第１方向に沿っ
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て配列される表示画素の配列ピッチと等しい、
ことを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項４に記載の液晶表示装置は、請求項２または３に記載の液晶表示装置であって、
　前記第２方向に沿う方向において前記カラーフィルタが欠落する領域の最大幅が、前記
第１ラインのライン幅と等しい、
ことを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項５に記載の液晶表示装置は、請求項４に記載の液晶表示装置であって、
　前記第２方向に沿う方向において前記カラーフィルタの最大幅が、前記第２方向に沿っ
て配列される表示画素の配列ピッチと等しい、
ことを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項６に記載の液晶表示装置は、請求項１に記載の液晶表示装置であって、
　第１方向に延伸する複数の第１ラインと前記第１方向に直交する第２方向に延伸する複
数の第２ラインとにより格子状に形成され、前記カラーフィルタのエッジ部に対応する領
域を前記表示画素毎に遮光する遮光膜を備え、
　前記第１方向に沿って配列される表示画素の配列ピッチをＰｓ、前記第１方向に沿う方
向における前記カラーフィルタの最大幅をＧｓ、前記第２ラインのライン幅をＬｓ、前記
第１方向に沿う方向において前記カラーフィルタが欠落する領域の最大幅をＬａｓとした
とき、
　Ｐｓ≧Ｇｓ、
　Ｌａｓ＝Ｂｓ－（（Ｐｓ－Ｇｓ）／２）、
に設定されている、
ことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項７に記載の液晶表示装置は、請求項６に記載の液晶表示装置であって、
　前記第２方向に沿って配列される表示画素の配列ピッチをＰｄ、前記第２方向に沿う方
向における前記カラーフィルタの最大幅をＧｄ、前記第１ラインのライン幅をＬｄ、前記
第１方向に沿う方向において前記カラーフィルタが欠落する領域の最大幅をＬａｄとした
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とき、
　Ｐｄ≧Ｇｄ、
　Ｌａｄ＝Ｂｄ－（（Ｐｄ－Ｇｄ）／２）、
に設定されている、
ことを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項８に記載の液晶表示装置は、請求項１から７の何れかに記載の液晶表示装置であ
って、
　前記４つの表示画素間で互いに異なる色成分が、それぞれ、赤色成分、緑色成分、青色
成分及び白色成分である、
ことを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項９に記載の液晶表示装置は、請求項８に記載の液晶表示装置であって、
　前記赤色成分のカラーフィルタが配置される表示画素、前記緑色成分のカラーフィルタ
が配置される表示画素、前記青色成分のカラーフィルタが配置される表示画素の順で、順
に液晶層の厚さが薄くなっているとともに、
　前記白色成分のカラーフィルタが配置される表示画素での液晶層の厚さが、前記緑色成
分のカラーフィルタが配置される表示画素での液晶層の厚さと等しい、
ことを特徴とする。
　請求項１０に記載の液晶表示装置は、請求項９に記載の液晶表示装置であって、
　前記赤色成分のカラーフィルタ、前記緑色成分のカラーフィルタ、前記青色成分のカラ
ーフィルタの順で、順にカラーフィルタの厚さが厚くなっているとともに、
　前記白色成分のカラーフィルタの厚さが、前記緑色成分のカラーフィルタの厚さと等し
い、
ことを特徴とする。
　また、上記の目的を達成するために、請求項１１に記載の液晶表示装置は、
　第１の表示画素に配置された第１の色成分のカラーフィルタと、
　列方向に沿って前記第１の表示画素に隣接する第２の表示画素に配置された第２の色成
分のカラーフィルタと、
　行方向に沿って前記第１の表示画素に隣接する第３の表示画素に配置された第３の色成
分のカラーフィルタと、
　行方向に沿って前記第２の表示画素に隣接するとともに列方向に沿って前記第３の表示
画素に隣接する第４の表示画素に配置された第４の色成分のカラーフィルタと、
を備え、
　前記第１の色成分のカラーフィルタは、前記第１の表示画素の画素形状から、前記第１
の表示画素の４つの角（コーナー）のうち前記第２の表示画素に隣接するとともに前記第
３の表示画素に隣接する角（コーナー）に対応する領域が切り取られた形状に形成され、
　前記第２の色成分のカラーフィルタは、前記第２の表示画素の画素形状から、前記第２
の表示画素の４つの角（コーナー）のうち前記第１の表示画素に隣接するとともに前記第
４の表示画素に隣接する角（コーナー）に対応する領域が切り取られた形状に形成され、
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　前記第３の色成分のカラーフィルタは、前記第３の表示画素の画素形状から、前記第３
の表示画素の４つの角（コーナー）のうち前記第１の表示画素に隣接するとともに前記第
４の表示画素に隣接する角（コーナー）に対応する領域が切り取られた形状に形成され、
　前記第４の色成分のカラーフィルタは、前記第４の表示画素の画素形状から、前記第４
の表示画素の４つの角（コーナー）のうち前記第２の表示画素に隣接するとともに前記第
３の表示画素に隣接する角（コーナー）に対応する領域が切り取られた形状に形成されて
いる、
ことを特徴とする。
　請求項１２に記載の液晶表示装置は、請求項１１に記載の液晶表示装置であって、
　前記第１の色成分が赤色成分であり、
　前記第２の色成分が青色成分であり、
　前記第３の色成分が緑色成分であり、
　前記第４の色成分が白色成分である、
ことを特徴とする。
　また、上記の目的を達成するために、請求項１３に記載の液晶表示装置は、
　第１の表示画素に配置された第１の色成分のカラーフィルタと、
　列方向に沿って前記第１の表示画素に隣接する第２の表示画素に配置された第２の色成
分のカラーフィルタと、
　行方向に沿って前記第１の表示画素に隣接する第３の表示画素に配置された第３の色成
分のカラーフィルタと、
　行方向に沿って前記第２の表示画素に隣接するとともに列方向に沿って前記第３の表示
画素に隣接する第４の表示画素に配置された第４の色成分のカラーフィルタと、
を備え、
　前記第１の色成分のカラーフィルタ、第２の色成分のカラーフィルタ、第３の色成分の
カラーフィルタ及び前記第４の色成分のカラーフィルタにより囲まれている領域が、カラ
ーフィルタの存在しない領域として方形形状に形成されている、
ことを特徴とする。
　請求項１４に記載の液晶表示装置は、請求項１３に記載の液晶表示装置であって、
　前記第１の色成分が赤色成分であり、
　前記第２の色成分が青色成分であり、
　前記第３の色成分が緑色成分であり、
　前記第４の色成分が白色成分である、
ことを特徴とする。
　請求項１５に記載の液晶表示装置は、請求項１３または１４に記載の液晶表示装置であ
って、
　前記第１の色成分のカラーフィルタ、第２の色成分のカラーフィルタ、第３の色成分の
カラーフィルタ及び前記第４の色成分のカラーフィルタにより囲まれている領域が遮光膜
によって遮光されている、
ことを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　また、上述の実施の形態では、各欠落部Ｌａが直角三角形となるように各カラーフィル
タ１７を形成した場合について説明したが、前記各カラーフィルタ１７は、図９（ａ）に
示すように、各欠落部Ｌａが方形形状になるように形成してもよい。即ち、前記各カラー
フィルタ１７の外形形状が十字形状となるように形成してもよい。また、図９（ｂ）に示
すように、各欠落部Ｌａが扇形状になるように形成してもよい。また、欠落部毎に異なる
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形状となっていてもよい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下左右方向に隣接する４つの表示画素間で互いに異なる色成分に対応するように、前
記表示画素毎に配置されたカラーフィルタを備え、
　前記カラーフィルタは、前記表示画素毎に、該カラーフィルタの外形形状が、それぞれ
の４つのコーナーが欠落した方形形状となるように、形成されている、
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　第１方向に延伸する複数の第１ラインと前記第１方向に直交する第２方向に延伸する複
数の第２ラインとにより格子状に形成され、前記カラーフィルタのエッジ部に対応する領
域を前記表示画素毎に遮光する遮光膜を備え、
　前記第１方向に沿う方向において前記カラーフィルタが欠落する領域の最大幅が、前記
第２ラインのライン幅と等しい、
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１方向に沿う方向において前記カラーフィルタの最大幅が、前記第１方向に沿っ
て配列される表示画素の配列ピッチと等しい、
ことを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第２方向に沿う方向において前記カラーフィルタが欠落する領域の最大幅が、前記
第１ラインのライン幅と等しい、
ことを特徴とする請求項２または３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記第２方向に沿う方向において前記カラーフィルタの最大幅が、前記第２方向に沿っ
て配列される表示画素の配列ピッチと等しい、
ことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　第１方向に延伸する複数の第１ラインと前記第１方向に直交する第２方向に延伸する複
数の第２ラインとにより格子状に形成され、前記カラーフィルタのエッジ部に対応する領
域を前記表示画素毎に遮光する遮光膜を備え、
　前記第１方向に沿って配列される表示画素の配列ピッチをＰｓ、前記第１方向に沿う方
向における前記カラーフィルタの最大幅をＧｓ、前記第２ラインのライン幅をＬｓ、前記
第１方向に沿う方向において前記カラーフィルタが欠落する領域の最大幅をＬａｓとした
とき、
　Ｐｓ≧Ｇｓ、
　Ｌａｓ＝Ｂｓ－（（Ｐｓ－Ｇｓ）／２）、
に設定されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第２方向に沿って配列される表示画素の配列ピッチをＰｄ、前記第２方向に沿う方
向における前記カラーフィルタの最大幅をＧｄ、前記第１ラインのライン幅をＬｄ、前記
第１方向に沿う方向において前記カラーフィルタが欠落する領域の最大幅をＬａｄとした
とき、
　Ｐｄ≧Ｇｄ、
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　Ｌａｄ＝Ｂｄ－（（Ｐｄ－Ｇｄ）／２）、
に設定されている、
ことを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記４つの表示画素間で互いに異なる色成分が、それぞれ、赤色成分、緑色成分、青色
成分及び白色成分である、
ことを特徴とする請求項１から７の何れかに記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記赤色成分のカラーフィルタが配置される表示画素、前記緑色成分のカラーフィルタ
が配置される表示画素、前記青色成分のカラーフィルタが配置される表示画素の順で、順
に液晶層の厚さが薄くなっているとともに、
　前記白色成分のカラーフィルタが配置される表示画素での液晶層の厚さが、前記緑色成
分のカラーフィルタが配置される表示画素での液晶層の厚さと等しい、
ことを特徴とする請求項８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記赤色成分のカラーフィルタ、前記緑色成分のカラーフィルタ、前記青色成分のカラ
ーフィルタの順で、順にカラーフィルタの厚さが厚くなっているとともに、
　前記白色成分のカラーフィルタの厚さが、前記緑色成分のカラーフィルタの厚さと等し
い、
ことを特徴とする請求項９に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　第１の表示画素に配置された第１の色成分のカラーフィルタと、
　列方向に沿って前記第１の表示画素に隣接する第２の表示画素に配置された第２の色成
分のカラーフィルタと、
　行方向に沿って前記第１の表示画素に隣接する第３の表示画素に配置された第３の色成
分のカラーフィルタと、
　行方向に沿って前記第２の表示画素に隣接するとともに列方向に沿って前記第３の表示
画素に隣接する第４の表示画素に配置された第４の色成分のカラーフィルタと、
を備え、
　前記第１の色成分のカラーフィルタは、前記第１の表示画素の画素形状から、前記第１
の表示画素の４つの角（コーナー）のうち前記第２の表示画素に隣接するとともに前記第
３の表示画素に隣接する角（コーナー）に対応する領域が切り取られた形状に形成され、
　前記第２の色成分のカラーフィルタは、前記第２の表示画素の画素形状から、前記第２
の表示画素の４つの角（コーナー）のうち前記第１の表示画素に隣接するとともに前記第
４の表示画素に隣接する角（コーナー）に対応する領域が切り取られた形状に形成され、
　前記第３の色成分のカラーフィルタは、前記第３の表示画素の画素形状から、前記第３
の表示画素の４つの角（コーナー）のうち前記第１の表示画素に隣接するとともに前記第
４の表示画素に隣接する角（コーナー）に対応する領域が切り取られた形状に形成され、
　前記第４の色成分のカラーフィルタは、前記第４の表示画素の画素形状から、前記第４
の表示画素の４つの角（コーナー）のうち前記第２の表示画素に隣接するとともに前記第
３の表示画素に隣接する角（コーナー）に対応する領域が切り取られた形状に形成されて
いる、
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記第１の色成分が赤色成分であり、
　前記第２の色成分が青色成分であり、
　前記第３の色成分が緑色成分であり、
　前記第４の色成分が白色成分である、
ことを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
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　第１の表示画素に配置された第１の色成分のカラーフィルタと、
　列方向に沿って前記第１の表示画素に隣接する第２の表示画素に配置された第２の色成
分のカラーフィルタと、
　行方向に沿って前記第１の表示画素に隣接する第３の表示画素に配置された第３の色成
分のカラーフィルタと、
　行方向に沿って前記第２の表示画素に隣接するとともに列方向に沿って前記第３の表示
画素に隣接する第４の表示画素に配置された第４の色成分のカラーフィルタと、
を備え、
　前記第１の色成分のカラーフィルタ、第２の色成分のカラーフィルタ、第３の色成分の
カラーフィルタ及び前記第４の色成分のカラーフィルタにより囲まれている領域が、カラ
ーフィルタの存在しない領域として方形形状に形成されている、
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記第１の色成分が赤色成分であり、
　前記第２の色成分が青色成分であり、
　前記第３の色成分が緑色成分であり、
　前記第４の色成分が白色成分である、
ことを特徴とする請求項１３に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記第１の色成分のカラーフィルタ、第２の色成分のカラーフィルタ、第３の色成分の
カラーフィルタ及び前記第４の色成分のカラーフィルタにより囲まれている領域が遮光膜
によって遮光されている、
ことを特徴とする請求項１３または１４に記載の液晶表示装置。
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